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■問合せ　ウォーターランド南条  ☎ 47－3711 検  索ウォーターランド南条

ウォーターランド通信
 

★
お
す
す
め
教
室
の
ご
案
内 

「
キ
ッ
ズ
フ
ラ
ダ
ン
ス
」　
月
曜
日　
午
後
５
時
30
分
〜
午
後
６
時
20
分

対　
象　
４
歳
児
〜
中
学
生　
講
師　
酒
井　
久
仁
江 

氏

　
　
　
　
　

 

癒
し
効
果
が
高
い
と
言
わ
れ
て
い
る
ハ
ワ
イ
ア
ン
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
に
合
わ
せ
て
踊
る
フ
ラ

ダ
ン
ス
は
、
精
神
の
落
ち
着
き
、
表
現
力
の
向
上
、
足
腰
の
強
化
、
バ
ラ
ン
ス
感
覚
な
ど
、

子
ど
も
た
ち
の
心
と
体
に
良
い
影
響
を
与
え
ま
す
。

　
　
　
　
　
興
味
の
あ
る
方
は
、
是
非
ご
体
験
く
だ
さ
い
。
事
前
予
約
が
必
要
で
す
。

「
ベ
ビ
ー
ス
イ
ミ
ン
グ
」　
金
曜
日　
午
前
10
時
10
分
〜
午
前
10
時
50
分

対　
象　
６
ヶ
月
〜
３
歳
未
満
の
親
子

　
　
　
　
　

 

ベ
ビ
ー
ス
イ
ミ
ン
グ
は
、
親
子
の
ス
キ
ン
シ
ッ
プ
や
赤
ち
ゃ
ん
の
脳
の
活
性
化
、
マ
マ
の

身
体
リ
ラ
ッ
ク
ス
効
果
な
ど
、
大
変
好
評
で
す
。

　
　
　
　
　
今
し
か
出
来
な
い
親
子
の
触
れ
合
い
の
時
間
を
過
ご
し
て
み
て
み
ま
せ
ん
か
。

　
　
　
　
　

 

ベ
ビ
ー
チ
ケ
ッ
ト（
５
枚
綴
り
３
０
０
０
円
）体
験
は
、
１
回（
５
５
０
円
）の
み
で
す
。

持
ち
物　

 

水
着
、
キ
ャ
ッ
プ
、
タ
オ
ル
、
水
遊
び
用
お
む
つ
ま
た
は
ベ
ビ
ー
ス
イ
ミ
ン
グ
ア
ン
ダ
ー
パ
ン
ツ

 

★
高
齢
者
入
館
優
待
事
業
に
つ
い
て 

　
町
内
に
住
所
を
有
す
る
満
65
歳
以
上
の
方
は
、
入
館
料
を
正
規
の
料
金
か
ら
一
人
当
た
り
２
５
０
円
減

額
し
た
３
０
０
円
と
し
て
い
ま
す
。

（
た
だ
し
、
月
４
回
を
限
度
。
５
回
目
か
ら
は
正
規
の
利
用
料
５
５
０
円
と
な
り
ま
す
。）

【
各
大
会
の
出
場
選
手
決
定
】

 

★
全
国
高
等
学
校
総
合
体
育
大
会
水
泳
競
技
大
会
出
場 

　
（
８
月
17
日
〜
20
日　
宮
城
県
セ
ン
ト
ラ
ル
宮
城
Ｇ
21
プ
ー
ル
）

　
　
田
中　
希
蘭（
藤　
倉
）女
子
50
ｍ
自
由
形

 

★
全
国
Ｊ
Ｏ
Ｃ
ジ
ュ
ニ
ア
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
カ
ッ
プ
水
泳
競
技
大
会
出
場 

　
（
８
月
21
日
〜
26
日　
東
京
辰
巳
国
際
水
泳
場
）

　
　
景
山　
靖
教（
西
大
道
）１
０
０
ｍ
・
２
０
０
ｍ
バ
タ
フ
ラ
イ

　
　
井
上　
輝
星（
上
別
所
）１
０
０
ｍ
・
２
０
０
ｍ
自
由
形
、
２
０
０
ｍ
個
人
メ
ド
レ
ー

　
　
谷
口　
柊
弥（
下
牧
谷
）５
０
ｍ
バ
タ
フ
ラ
イ

 

★
国
民
体
育
大
会
水
泳
競
技
大
会
出
場 

　
（
９
月
15
〜
17
日　
高
知
県
ア
ク
ア
パ
レ
ッ
ト
ま
つ
や
ま
特
設
プ
ー
ル
）

　
　
田
中　
希
蘭（
藤　
倉
）少
年
女
子
50
ｍ
自
由
形

選
手
４
名
の
活
躍
を
期
待
し
、
皆
様
の
応
援
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

☆ 

詳
し
く
は
ウ
ォ
ー
タ
ー
ラ
ン
ド
南
条
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。皆
様
の
お
越
し
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

　国民年金保険料の免除（全額・一部・法定）、納付猶予、学生納付特例の承認を受けられた期間がある場合、
保険料を全額納めた方と比べ、老齢基礎年金（65歳から受給）の受け取り額が少なくなります。
　将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、免除等これらの期間の保険料については、10年以内であれ
ば遡って納める（追納）ことができます。
　ただし、免除等の承認を受けられた期間の翌年度から起算して３年度目以降の追納の場合、当時の保険料
額に一定の加算額が上乗せされます。
　追納は、古い月のものから納付することとなりますが、次の点にご注意ください。
▪ 一部免除を受けた期間は、納付すべき保険料が納付されていなければ追納はできません。
▪ 「法定免除・申請免除期間」が「納付猶予・学生納付特例期間」より先に経過した月分である場合は、どちら
を優先して納めるか本人が選択できます。

　追納のお申込みを希望される方、またはご相談については、武生年金事務所までお願いします。

■問合せ  武生年金事務所 ℡ 23－1124年 金 の お 知 ら せ

国民年金保険料の免除期間・納付猶予期間がある方へ


